
１　請求者（または委任を受けた人）について書いてください

　　番地
　　番

謄本
（全部事項証明）

抄本
（個人事項証明）

手数料

　　　　　　　通 　　　　　　　通 1通　450円

　　　　　　　通 　　　　　　　通 1通　750円

　　　　　　　通 　　　　　　　通 1通　750円

　　　　　　　通 　　　　　　　通

　　　　　　　通 1通　300円

請求者からみた続柄

死 亡 年 月 日

□　死亡の記載があるものを（　　　　　）通

□　（　　　　　　　　　　）と（　　　　　　　　　　）の関係の分かる戸籍を（　　　　　　　）通

■　（　　　　次子　　　　）の出生　～　死亡までの戸籍を（　　　１　　）通ずつ

□　（　　　　　　　　　　）の（　　　　　　　　）～（　　　　　　　　）までの期間の戸籍を（　　　　　）通ずつ

戸籍に関する証明の郵送請求書（記入例）

令和○○年○○月○○日

住所

氏名

フ　リ　ガ　ナ　　　シンジュク　ハナコ 昼間連絡の取れる電話番号を必ず記入してください

　　　　　　　　　　新宿　花子

生年月日（大正・昭和・平成）　　３３年　　３月　　３日

　　ＴＥＬ：　　０３－３２０９－１１１１
　　携帯：　　０８０－１２３４－５６７８
　　職場：

新宿区新宿１－４－１　新宿ハイツ１０１　　　　※住民登録地以外（勤務先等）には返送できません。

※身分証明書は本人以外請求不可。代理人の場合は委任状が必要です

戸籍に記載されている人との関係　　：　　本人　・　夫　・　妻　・　子　・　孫　・　父母　・　祖父母　・　代理人　・　その他（                              ）

２　請求する証明について書いてください

本籍地
（番地・番まで必
ず書いて下さい）

筆頭者
戸籍の最初に

書かれている方

　　　　　　　　　　　　　　歌舞伎　太郎　　　　 ※筆頭者は亡くなっていても変更されません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日（大正 ・ 昭和 ・ 平成　・ 令和 ）　　１０  年　　１０　月　１０　日

除籍

改製原戸籍

身分証明書

附票 1通　300円
戸籍の表示（本籍地・筆頭者）を記載しますか。　　　　　□　記載する　　□　記載しない
請求者（代理人からの請求の場合、委任者）から見て、戸籍の附票に記録されている方が本人・配偶者・直系親
族ではない場合、記載を必要とする理由について、請求書下欄「請求理由（用途や提出先等）」に詳細にお書
きください。　※請求内容によっては記載できない場合もございますので、ご了承ください。

新宿区歌舞伎町一丁目　　４

（　　　　　　　　）届の
受理証明書

　　　　　　　通

届出日　：　　昭和　・　平成　・　令和　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　日

亡くなった方の氏名 歌舞伎　次子 夫・妻・子・孫・父母・その他（　　　　　　　　）

証
明
書
の
種
類

※最近、戸籍に関する届出をされた方は記入してください。
（　　　　　　　　　　　　　　）届を（　　　　　　　　）月（　　　　　　　　）日に（　　　　　　　　　　　　　　　　）役所に届出

必要な方の名前

戸籍

1通　350円該当者氏名

その他の証明書
　　　　　　　通

※必要な証明書の内容について詳しく記入してください

証明書の種類をご記入ください

生 年 月 日 明治・大正・昭和
平成・令和   　　　　３年　３月　３日

明治・大正・昭和
平成・令和   　　　　３１年　４月　４日

３　請求理由、使用目的について書いてください ※該当するものにチェックし、必要事項を記入してください

□　戸籍届出用            □　パスポート用

□　年金用
※該当箇所に〇をつけてください

（厚生・国民・共済・基金・労災）年金の（老齢・障害・遺族）の（裁定・死亡・未支給）の手続き
のため（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）に提出します

□　相続用

必 要 な 内 容

請求理由
（用途や提出先等）

偽りその他不正な手段により戸籍証明書等の交付を受けた者は､刑罰（３０万円以下の罰金）が科されます｡裏面の注意事項をお読みください｡

直系親族の戸籍を請求する際には、対象者との関係がわかる戸籍謄本等のコピー（全ページ）を添付してください。



　往　信　用　封　筒

★下記の１～４のものを入れてご請求ください。

定額小為替

¥

免許証等のコピー

あ
て
先

(

請
求
者
の
住
所)

本
籍
地
の

市
区
町
村
役
所
あ
て

１ 戸籍に関する郵送請求書
表面に必要事項をご記入ください。

＊ご自分の記載のない戸籍を請求する際は、

関係が確認できる戸籍謄本等が必要です。

例：親子関係の分かる戸籍謄本

死亡時に夫（妻）であったことの分かる戸籍謄本

など

＊本人に代わって代理人の方が請求する場合は

委任状をご用意ください。

戸籍謄抄本等郵送請求書

請求する戸籍の本籍地が新宿区の場合は下記までお送りください。

戸籍住民課戸籍係 〒１６０－８４８４ 新宿区歌舞伎町１－４－１

特別出張所 ※どの出張所にも請求できます

四谷 〒１６０－８５８１ 内藤町８７ 戸塚 〒１６９－００７５ 高田馬場２－１８－１

箪笥町 〒１６２－０８３３ 箪笥町１５ 落合第一 〒１６１－００３３ 下落合４－６－７

榎町 〒１６２－００４２ 早稲田町８５ 落合第二 〒１６１－００３２ 中落合４－１７－１３

若松町 〒１６２－００５６ 若松町１２－６ 柏木 〒１６９－００７４ 北新宿２－３－７

大久保 〒１６９－００７２ 大久保２－１２－７ 角筈 〒１６０－００２３ 西新宿４－３３－７

４ 返信用封筒と返信切手
送付先は請求者の住所(住民登録地)のみとなります。

（代理人が請求する場合は代理人の住所となります）

返信の郵便料金がわからないときは、切手を貼らず、多

めにお入れください。余ればお返しします。

開封の際に裁断されないよう封筒は小さく折りたたんで

お入れください。

３ 郵便局の定額小為替
出生～死亡までの戸籍などの請求の場合には多めにお

入れ下さい。（お問い合わせいただいても何種類あるか

を事前にお調べすることはできません）

余れば為替か切手でお返しします。

＊小為替には何も記入しないでください。

２ 本人確認書類
送付先の住所が確認できるものが必要です。

個人からの請求の場合は住民登録地あてにしか送付で

きません。

＊氏名、住所がわかるようにコピーをとってください。

例：運転免許証・国民健康保険証・住基カード

後期高齢者医療証のコピー など

＊代理の方が請求される場合は、本人の委任状（自署または記名・押印）と、代理人の本人確認できる

もの(運転免許証のコピーなど）が必要です。

＊戸籍が手元に届くまでに、往復の郵送日数を合わせて１週間から１０日程度かかります。お急ぎの

場合は往復の送料ともに速達扱い分加えてご請求ください。

ポストへ投函


